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置戸町導入促進基本計画 

 

１ 先端設備等の導入促進の目標 

（１）地域の人口構造、産業構造及び中小企業者等の実態 

①置戸町の人口構造 

  置戸町における令和２年国勢調査による総人口は、２，７７５人で、この

うち生産年齢人口である、１５歳から６４歳までの人口は１，２６１人と総

人口の４５．４％を占めている平成２７年の国勢調査による総人口と比較す

ると、この５年間で人口は３１７人（１０．３％）の減、生産年齢人口は２

３５人（１５．７％）の減となっている。 

◆置戸町の国勢調査の推移及び人口推計 

 国勢調査 推計値 

 
平成 27 年 

（2015 年） 

令和 2 年 

（2020 年） 

増減数 

増減率 

令和 7 年 

（2025 年） 

令和 12 年 

（2030 年） 

令和 17 年 

（2035 年） 

総人口 3,092 人 2,775 人 
317 人 

▲10.3% 
2,467 人 2,210 人 1,792 人 

うち生産年齢人口 

（１５歳～６４歳） 

1,496 人 

（48.4%） 

1,261 人 

（45.4%） 

235 人 

▲15.7% 

1,119 人 

（45.4%） 

997 人 

（45.1%） 

885 人 

（44.9%） 

※（ ）内は総数に対する割合 

※推計値は、国立社会保障・人口問題研究所の推計値 

②置戸町の産業構造 

  置戸町の産業構造は令和２年国勢調査の結果によると、従業者総数１，３

２７人のうち、第１次産業従事者は４００人（３０．１％）、第２次産業従業 

者は１３５人（１０．２％）、第３次産業従業者は７９２人（５９．７％）と

なっている。 

置戸町の基幹産業は農林業を中心とした第１次産業であるが、現在は第３

次産業の割合が高く、商工業をはじめとする卸・小売業やサービス業が地域

の経済活動の拠点となっている。 

また、平成２８年経済センサス活動調査の結果によると、事業所のうち約

９９％が従業員５０人未満の小規模事業所で、これらの中小企業が置戸町の

経済と雇用を支えている。 

 

③置戸町の中小企業者等の実態 

  国勢調査による総人口の推移が示すとおり、置戸町においても人口減少と

高齢化の影響が顕著で、特に生産年齢人口の減少は、労働力不足や後継者不



足などの問題を引き起こしている。また、人口推計値からも町内経済の縮小

に対する危機感をはじめ、将来展望に際して不安を感じている中小企業者も

多く、町内経済や雇用の基盤を支える中小企業者等の持続的な発展に向けた

対策が求められている。 

 

（２）目標 

  置戸町内の中小企業が、人口減少や労働力不足という厳しい経営環境を乗

り越えて、意欲をもって事業経営が行なえるよう、中小企業等経営強化法第

４９条第１項の規定に基づく導入促進基本計画を策定し、中小企業の設備導

入を支援することで中小企業の労働生産性の向上を目指す。 

これを実現するため、本計画に基づく先端設備等導入計画を３件認定する

ことを目標とする。 

 

（３）労働生産性に関する目標 

  本計画に基づく先端設備等計画導入の認定を受けた中小企業の労働生産性

（中小企業等の経営強化に関する基本方針をいう。）が年率３％以上向上する

ことを目標とする。 

 

２ 先端設備等の種類 

 本計画において対象とする設備は、置戸町内の各産業が導入する幅広い設

備の生産性の向上を図る必要があるため、中小企業等経営強化法施行規則第

７条第１項に定める先端設備等の全てとする。 

  ただし、町外中小企業者の整備する太陽光発電設備については、町内への

経済波及効果及び雇用の創出が希薄であることから、対象外とする。  

 

３ 先端設備等の導入の促進の内容に関する事項 

（１）対象地域 

本計画の対象地域は置戸町内全域とする。 

 

（２）対象業種・事業 

置戸町内の中小企業の業種は多岐にわたっており、町内で行なわれる事業

も多様である。これら全ての中小企業が置戸町経済の成長において、極めて

重要な役割を果たしており、本計画に基づいて行われる先端設備の導入によ

りもたらされる効果を最大限のものとするため、業種は全業種を対象とし、

また、労働生産性が年率３％以上の向上が見込まれる全ての事業を対象とす

る。 



４ 計画期間 

（１）導入促進基本計画の計画期間 

令和６年５月３１日～令和８年５月３０日までの２年間とする。 

 

（２）先端設備等導入計画の計画期間 

  ３年間、４年間または５年間とする。 

  

５ 先端設備等の導入の促進に当たって配慮すべき事項 

（１）雇用の安定への配慮 

置戸町は、人員削減を目的とした取組みを先端設備導入計画の認定の対象

としない等、雇用の安定に配慮するものとする。 

 

（２）健全な地域経済の発展への配慮 

置戸町は、公序良俗に反する取組みや、反社会的勢力との関係が認められ

るものについては先端設備等導入計画の認定の対象としない等、健全な地域

経済の発展に配慮するものとする。また、置戸町外の中小企業が町内で新規

に事業を行うために先端設備等を導入する場合は、置戸町の経済、雇用を支

えるもののみを認定の対象とする。 

 


